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公 告 第 １ １ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 環 境 放 射 能 監 視 テ レ メ ー タ シ ス

テ ム 更 新 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物
品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 27 4条 の ３ 第
１ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 26年 ４ 月 15日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 入 札 に 付 す る 事 項
⑴ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量 環 境 放 射 能 監 視 テ レ メ ー タ シ ス テ ム 更 新 業
務 一 式

⑵ 調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。
⑶ 履 行 期 間 契 約 締 結 の 日 か ら 平 成 27年 ３ 月 31日 ま で
⑷ 履 行 場 所 福 島 県 自 治 会 館 （ 福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号 ） ほ か 53箇 所

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
⑴ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い
者 で あ る こ と 。

⑵ こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名
停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。

⑶ 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い
る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 22 5号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 に あ っ
て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支 障 が な い と
認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。

⑷ こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 と 同 等 程 度 の 業 務 の 履 行 実 績 が あ り 、 か つ 、 こ の 公 告 に 示
し た 仕 様 に 合 致 し た 業 務 を 確 実 に 履 行 で き る こ と 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年４月15日 火曜日 福 島 県 報 第2581号183



３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の ⑷ に

掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 26年 ５ 月 ７ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 15
分 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 こ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け
る こ と 。
郵 便 番 号 960 - 8 0 4 3 福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号 （ 福 島 県 自 治 会 館 ３ 階 ）
福 島 県 生 活 環 境 部 県 民 安 全 総 室 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室
電 話 024 - 5 2 1 - 8 4 9 8
な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 26年 ５ 月 ７

日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で 必 着 と す る 。
４ 入 札 説 明 書 等 の 配 布

次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 仕 様 書 、 申 請 書 等 を 配 布 す る 。
⑴ 配 布 期 間 平 成 26年 ４ 月 15日 （ 火 ） か ら 平 成 26年 ５ 月 ７ 日 （ 水 ） ま で （ 土 曜 日 、
日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で

⑵ 配 布 場 所 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。
⑶ そ の 他 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 250円 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封
の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 平 成 26年 ５ 月 １ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に 必 着 で 請 求
す る こ と 。

５ 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所
⑴ 日 時 平 成 26年 ５ 月 26日 （ 月 ） 午 後 １ 時 30分
⑵ 場 所 福 島 県 自 治 会 館 ３ 階 特 別 会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号 ）
⑶ そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 26年
５ 月 23日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 15分 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。

６ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
⑴ 入 札 保 証 金 こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入
札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ
か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑵ 契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

７ 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
８ 入 札 の 無 効

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。

９ そ の 他
⑴ 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨
⑵ 入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分
の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 108
分 の 10 0に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

⑶ 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。

⑷ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑸ そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

10 Summa r y
⑴ N a t u r e a n d q u a n t i t y o f t h e s e r v i c e s t o b e r e q u i r e d : R e n e w a l b u s i n e s s o f
e n v i r o nm e n t a l - r a d i o l o g i c a l - m o n i t o r i n g t e l em e t e r s y s t e m 1 s e t

⑵ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 : 3 0 p . m . , 2 6 Ma y 2 0 1 4
⑶ T im e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 1 5 p . m . , 2 3 Ma y 2 0 1 4
⑷ C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : N u c l e a r P o w e r S a f e t y D i v i s i o n , R a d i a t i o n
Mon i t o r i n g Un i t , Pub l i c Sa f e t y O ffic e , So c i a l A ffa i r s & Env i r o nmen t Depa r tmen t ,
F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l G o v e r nm e n t , 8 - 2 N a k am a c h i , F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a
9 6 0 - 8 0 4 3 J a p a n TEL02 4 - 5 2 1 - 8 4 9 8

（ 原 子 力 安 全 対 策 課 放 射 線 監 視 室 ）
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公 告 第 １ ２ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 1条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 26年 ４ 月 15日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
コ ピ ー 用 紙 Ａ ４ （ 2 , 5 0 0枚 入 ） 予 定 数 量 29 , 6 0 0箱

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 26年 ３ 月 25日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 小 名 浜 包 装 資 材 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 林 城 字 榎 町 ８ 番 １

５ 落 札 金 額
１ 箱 当 た り 1 , 2 0 0円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 26年 ２ 月 12日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 １ ２ ２ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福
島県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）第 274条の 11第１項の規定により公告する。

平成26年４月15日 火曜日 福 島 県 報 第2581号185



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平 成 26年 ４ 月 15日

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平
１ 随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
⑴ 免 許 証 カ ー ド 基 体 （ Ｉ Ｃ ） 予 定 数 量 407箱
⑵ イ ン ク リ ボ ン カ セ ッ ト （ Ｉ Ｃ ） 予 定 数 量 184箱

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
平 成 26年 ３ 月 27日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム 東 京 都 新 宿 区 新 宿
四 丁 目 ３ 番 17号

⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム 東 京 都 新 宿 区 新 宿
四 丁 目 ３ 番 17号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 １ 箱 当 た り 475 , 200円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 ）

⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 １ 箱 当 た り 140 , 000円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 10条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当

（ 入 札 用 度 課 ）
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